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令和５年９月１４日 

 

令和５年９月２６日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書 

№ 
発注

番号 
入札件名 発注課名 ページ 

５ 23445 
我孫子市議会議員一般選挙公報作成・印刷業務委

託 

選挙管理委員会 

事務局 
２ 

９ 23449 
我孫子市立小中学校１９校の使用電力供給（長期

継続契約）（単価契約） 
学校教育課 ３ 

10 23450 
我孫子市役所本庁舎他１７施設使用電力供給（長

期継続契約）（単価契約） 
資産管理課 １０ 

11 23451 
布佐ポンプ場の使用電力供給（長期継続契約）（単

価契約） 
治水課 １７ 

23 23463 令和５年度我孫子市道路擁壁点検業務委託 道路課 １９ 

 

※ №は令和５年９月２６日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和５年９月１日

付け我孫子市公告第８９号）の＜入札案件一覧＞に記載された№に該当します。 
※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。 
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№５ 質疑回答 

件 

名 

我孫子市議会議員一般選挙公報作成・印

刷業務委託 

発注番号 ２３４４５ 

発注主管課名 
選挙管理委員会 

事務局 

質      疑 回     答 

１ 入札公告文→11 入札参加に必要な条

件→ウ受注実績について質問です。 

他市の広報紙の中で「選挙特別号(選挙

告知の別冊号)」を作成・印刷した実績

があるのですが、今回は「選挙公報」の

作成・印刷業務に限った実績でなければ

いけないのでしょうか？ 

 

１ お見込みの通りです。立候補届出

後、速やかに原稿の校正を行い印刷

する必要があることに加えて、納品

までの期日も短いことから、選挙公

報作成印刷業務の実績を求めていま

す。 

 



3 
 

№９ 質疑回答（１／７） 

件 

名 

我孫子市立小中学校１９校の使用電力供

給（長期継続契約）（単価契約） 

発注番号 ２３４４９ 

発注主管課名 学校教育課 

質      疑 回     答 

１ 現在、電気・ガス価格激変緩和対策措

置が行われているかと存じますが、弊社

では燃料費調整単価からのお値引きで

はなく、別項目を設けてのお値引きとな

りますが、ご了承いただけますでしょう

か。 

 

２ 郵便物の配達遅延及び紛失への対策、

改正電子帳簿保存法への対策、今般の社

会情勢や環境配慮のためのペーパーレ

ス化等を目的に、電気料金請求書等の帳

票をＷＥＢページでご確認いただく方

法をご了承いただけますでしょうか。 

 

３ 弊社では仕様書や契約書（案）に記載

がない場合、供給施設内にご入居されて

いる企業様に対して個別に請求書を発

行する事が出来ません。また、各按分に

ついては発注者様に作成いただく必要

がございますがご了承いただけますで

しょうか。 

 

４ 第 8 条にて「受注者は第 4条の規定に

よる検査に合格した時は、発注者に対し

て代金の支払いを請求することができ

る」と記載がございますが、弊社では下

記のような実情となっており、請求書に

ご利用の内訳が記載されております。下

記実情にご了承いただけますでしょう

か。 

文面： 計量→検査→請求 

実情： 計量→請求・内訳送付 

 

１ 価格が同等であれば了承します。 

 

 

 

 

 

 

２ 正当な債権者から発行された請求

書であることが確認できれば対応可

能です。 

 

 

 

 

３ 了承します。仕様書の３（２）に

記載のとおり、需要場所一覧の施設

ごとに請求書を発行することで差し

支えありません。 

 

 

 

 

４ 了承します。 
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№９ 質疑回答（２／７） 

質      疑 回     答 

５ 契約書文面をご変更いただく必要は

ございませんが、弊社では計量結果の報

告を請求書発行前に別途行うといった

対応は行っておりません。また、検査合

格後の日付にて請求書の再発行は致し

かねますのでご了承いただけますでし

ょうか。 

 

６ 現在の契約電力をご教示ください。 

 

 

７ 現在の電力供給会社を教えてくださ

い。 

 

 

８ 各施設の現在の電力供給会社を教え

て下さい。 

 

９ 現在の計量日は仕様書に記載がある

計量日から変更はございますか。尚、1

日以外の場合は、年間の請求が 13 回、

かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月

の 2回に分割されます。また料金の算定

期間は計量日から計量日の前日となり

ます。以上、ご了承いただけますでしょ

うか。 

 

10 各施設について、自動検針装置はつい

ていますか。 

 

11 各施設について、自家発補給電力の契

約はありますか。また、ある場合は契約

電力(ｋｗ)、使用予定期間を教えて下さ

い。 

 

12 入札書に記載する日付は作成日でよ

いか。 

 

13 入札額の算定時の力率について、力率

100％で算定してよろしいでしょうか

（力率割引を考慮する） 

５ 了承します。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 仕様書、別紙２契約電力及び年間

使用予定電力量のとおりです。 

 

７ 対象施設は東京電力パワーグリッ

ド（株）と最終保障供給約款に基づ

き契約締結しています。 

 

８ 上記７をご参照ください。 

 

 

９ 計量日に変更はありません。また、

年間の請求、料金算定期間について

了承します。 

 

 

 

 

 

 

10 仕様書の２（４）アに記載のとお

り設置済みです。 

 

11 自家発補給電力契約はありませ

ん。 

 

 

 

12 電子入札のため該当ありません。 

 

 

13 お見込みのとおりです。 
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№９ 質疑回答（３／７） 

質      疑 回     答 

14 弊社は環境配慮の観点より、紙請求書

については廃止、電子化へ移行しており

ます。お客さまにはお客さま専用ＷＥＢ

ページにて請求書を確認頂くことにな

りますが、問題ありませんでしょうか。

（ＷＥＢからダウンロード可能） 

 

15 ご請求について、弊社では供給施設内

にご入居されている企業様に対して個

別に請求書を発行する事が出来ません。

ご了承いただけますでしょうか？ 
 

16 弊社の請求書は、原則、翌月 10 日迄

より順次ＷＥＢサイト上で開示、請求書

受領後 30 日以内に振込となります。な

お年度末でも同様の対応となりますが、

ご了承いただけますか。 

※分散検針の施設（検針日が 1日以外）

につきましても通常月と同様の対応に

なりますので、ご注意ください。 

例 5 日検針日   

3月使用分 2/5～3/4までの請求書→

翌月 4/10 頃に web サイトへ掲載 

3月使用分 3/5～4/4までの請求書→

翌々月 5/10 頃に web サイトへ掲載 

電子化以降、紙での請求書原本の到着は

ございません。 

 

17 1 施設において建築・増築にかかる移

転はございますか。また、供給開始後期

間中に引き込み位置の移設・変更等、工

事や設備工事（設置・撤去を含む）のご

予定はありますでしょうか。 

また、契約開始後に発生しました工事

作業及び工事申込に関しましては工事

予定日2か月前までに弊社と協議を行っ

ていただくことをご了承いただけます

でしょうか。 

※契約開始直後：直近 6 か月前後（23

年 4 月供給開始の場合⇒対象：22 年 10

月～23 年 6 月） 

 

14 上記２をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

15 上記３をご参照ください。 

 

 

 

 

16 正当な債権者から発行された請求

書であることが確認できれば対応可

能です。請求書を確認後、30 日以内

にお支払いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 現時点で建替・増築、引き込み位

置の移設変更等、工事の予定はあり

ません。 契約開始後に発生した左記

の内容の工事について協議すること

は可能です。 
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№９ 質疑回答（４／７） 

質      疑 回     答 

18 開札結果について公開方法・範囲を教

えていただけますでしょうか。あるいは

開札結果を開札日(あるいは翌日)に電

話かメール等でご連絡をいただくこと

は可能でしょうか。 

 

 

19 応札から供給開始までの間に当該エ

リアを管轄する電力会社の料金改定お

よび約款などの変更があった場合には

応札額について協議を行う事は可能で

しょうか？ 

 

20 入札の仕様書および契約書にて当該

エリアを管轄する電力会社の燃料費調

整単価算出式を適用されている方が対

象の質問となりますが、応札から供給開

始までの間に当該エリアを管轄する電

力会社の燃料費調整単価算出式が変更

され、当該変更に伴い従量料金の変更ま

た他の項目が新たに設けられる場合、応

札額の変更協議に応じていただくこと

ができますでしょうか。 
 

 

21 入札保証金及び契約保証金の免除に

ついて、過去 2年間に契約を履行した証

明として、【契約履行証明書】の提出は

必須となりますでしょうか。 

 

 

18 開札結果は9月29日に市ホームペ

ージでお知らせします。公開の範囲

は参加者の称号又は名称及び入札金

額、落札率です。なお、9月 28 日に

落札者を決定し、落札者には即日発

注課より電話連絡します。 

 

19 協議に応じることは可能です。 

 

 

 

 

 

20 協議に応じることは可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 提出は不要です。本案件は入札保

証金及び契約保証金を免除としてい

ます。 
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№９ 質疑回答（５／７） 

質      疑 回     答 

22 電気利用者の利益保護の観点及び使

用状況等確認させていただくため、弊社

が落札させていただいた場合、「直近 1

年分の 30 分値データ」をエクセルデー

タにてご提供をお願いしております。ご

対応いただけますでしょうか。 

※データ等をお持ちでなく提供ができ

ない方のみ 

・データ等をお持ちでなく提供が不可と

いうことでしたら落札時に「30 分値デー

タ取得についての同意書」へご捺印・ご

提出のご対応は可能となりますでしょ

うか。当該書面を提出いただくことによ

り広域機関から弊社への貴施設 30 分値

の広域機関より提供いただくことが可

能となりますがこういった対応も難し

いでしょうか。こちらも落札後の対応と

なります。 

 

23 落札時、電力切替え手続きにおいて、

必要な情報を確認したく、最新請求書１

ヶ月分の写しをご提出いただくことは

可能ですか。 

 

 

24 入札対象施設の現供給者を教えてく

ださい。（切替時に必要となります。） 

最終保障契約の場合その旨お知らせい

ただけますか。別途必要書類の提出が必

要となる場合がありますのでご了承い

ただけますか。 

 

25 計量日は、現在供給されている電力会

社から変更できませんので、ご容赦いた

だけますか。 

 

26 計量日はご使用期間末日の翌日 0:00

となりますので了承いただけますか。

（例:使用期間が 3/10～4/9 の場合、計

量日は 4/10 0:00） 

 

22 直近1年分の30分値データを保有

していないため提供はできません

が、落札者決定後であれば同意書の

提出は対応可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 落札者決定後であれば対応可能で

す。 

 

 

 

 

24 上記７をご参照ください。なお、

必要書類の提出については了承しま

す。 

 

 

 

 

25 了承します。 

 

 

 

26 了承します。 
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№９ 質疑回答（６／７） 

質      疑 回     答 

27 蓄熱割引等の適用ができませんが、了

承いただけますか。 

 

28 入札内訳書作成にあたっての確認で

すが、税込み単価で計算した全施設の

12 か月分の合計金額（税込みの金額）

を入札金額とすることでよろしいでし

ょうか。 

 

29 請求時の電気料金の計算方法は基本

料金、電力量料金、燃料費調整額それぞ

れ銭未満四捨五入とし、それらの合計し

た金額を円未満切り捨てとなりますが

よろしいでしょうか。 

 

30 1施設の電気料金のお支払いが複数と

なることはございますか。（例:庁舎○○

円、売店○○円等）。ある場合は、分割

後の支払金額を弊社に通知いただきま

す。また、分割後の請求書の発行はでき

ませんがよろしいでしょうか。 

 

31 契約書締結後、契約書に記載がない事

柄で弊社が協議を申し出た場合、応じて

いただけますか。 

 

32 地域の旧一般電気事業者において、燃

料費調整単価の算定方法の見直しが行

われた場合、弊社においても同様に見直

しを行う可能性がありますが応じてい

ただけますか。 

 

33 地域の旧一般電気事業者が料金を改

定した場合や、市場価格の変動又は経済

状況等の変動があった場合は、協議の

上、契約単価等の変更は可能ですか。 

 

27 了承します。 

 

 

28 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

29 了承します。 

 

 

 

 

 

30 1 施設での支払いが複数になるこ

とはありません。仕様書の３（２）

に記載のとおり、需要場所一覧の施

設ごとに請求書を発行することで差

し支えありません。 

 

 

31 協議に応じることは可能です。 

 

 

 

32 協議に応じることは可能です。 

 

 

 

 

 

33 協議に応じることは可能です。 
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№９ 質疑回答（７／７） 

質      疑 回     答 

34 契約期間中及び契約期間満了時に施

設の閉鎖や移転等により電力を供給停

止する施設がある場合、別途書面にて申

込みを頂かないと対応できませんので

ご容赦いただけますか。 

 

35 電気の契約を締結した場合には、その

契約内容を 1 年間継続していただくこ

とを原則とし、1 年未満のご使用の場合

は、臨時電力の料金が適用されます。契

約を締結した後、1 年に満たないで契約

を廃止される場合（または契約電力等を

1年に満たないで減少される場合）は、

当該部分について臨時電力を適用した

ものとして後日料金を精算することは

可能ですか。 

 

36 開札結果について、公開範囲を教えて

いただけますか。 

 

34 現時点で施設の閉鎖や移転等の予

定はありませんが、左記の事案が発

生する場合は事前協議した上で変更

契約します。 

 

 

35 発注者の都合により 1年に満たな

いで契約を廃止する場合又は契約電

力等を 1年に満たないで減少する場

合については、了承します。 

 

 

 

 

 

 

 

36 上記１８をご参照ください。 
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№１０ 質疑回答（１／７） 

件 

名 

我孫子市役所本庁舎他１７施設使用電力

供給（長期継続契約）（単価契約） 

発注番号 ２３４５０ 

発注主管課名 資産管理課 

質      疑 回     答 

１ 現在、電気・ガス価格激変緩和対策措

置が行われているかと存じますが、弊社

では燃料費調整単価からのお値引きで

はなく、別項目を設けてのお値引きとな

りますが、ご了承いただけますでしょう

か。 

 

２ 郵便物の配達遅延及び紛失への対策、

改正電子帳簿保存法への対策、今般の社

会情勢や環境配慮のためのペーパーレ

ス化等を目的に、電気料金請求書等の帳

票をＷＥＢページでご確認いただく方

法をご了承いただけますでしょうか。 

 

３ 弊社では仕様書や契約書（案）に記載

がない場合、供給施設内にご入居されて

いる企業様に対して個別に請求書を発

行する事が出来ません。また、各按分に

ついては発注者様に作成いただく必要

がございますがご了承いただけますで

しょうか。 

 

４ 第 8 条にて「受注者は第 4条の規定に

よる検査に合格した時は、発注者に対し

て代金の支払いを請求することができ

る」と記載がございますが、弊社では下

記のような実情となっており、請求書に

ご利用の内訳が記載されております。下

記実情にご了承いただけますでしょう

か。 

文面： 計量→検査→請求 

実情： 計量→請求・内訳送付 

 

 

１ 価格が同等であれば了承します。 

 

 

 

 

 

 

２ 正当な債権者から発行された請求

書であることが確認できれば対応可

能です。 

 

 

 

 

３ 了承します。仕様書の３（２）に

記載のとおり、需要場所一覧の施設

ごとに請求書を発行することで差し

支えありません。 

 

 

 

 

４ 了承します。 
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№１０ 質疑回答（２／７） 

質      疑 回     答 

５ 契約書文面をご変更いただく必要は

ございませんが、弊社では計量結果の報

告を請求書発行前に別途行うといった

対応は行っておりません。また、検査合

格後の日付にて請求書の再発行は致し

かねますのでご了承いただけますでし

ょうか。 

 

６ 現在の契約電力をご教示ください。 

 

 

７ 現在の電力供給会社を教えてくださ

い。 

 

 

８ 各施設の現在の電力供給会社を教え

て下さい。 

 

９ 現在の計量日は仕様書に記載がある

計量日から変更はございますか。尚、1

日以外の場合は、年間の請求が 13 回、

かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月

の 2回に分割されます。また料金の算定

期間は計量日から計量日の前日となり

ます。以上、ご了承いただけますでしょ

うか。 

 

10 各施設について、自動検針装置はつい

ていますか。 

 

11 各施設について、自家発補給電力の契

約はありますか。また、ある場合は契約

電力(ｋｗ)、使用予定期間を教えて下さ

い。 

 

12 入札書に記載する日付は作成日でよ

いか。 

 

13 入札額の算定時の力率について、力率

100％で算定してよろしいでしょうか

（力率割引を考慮する） 

 

５ 了承します。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 仕様書、別紙２契約電力及び年間

使用予定電力量のとおりです。 

 

７ 対象施設は東京電力パワーグリッ

ド（株）と最終保障供給約款に基づ

き契約締結しています。 

 

８ 上記７をご参照ください。 

 

 

９ 計量日に変更はありません。また、

年間の請求、料金算定期間について

了承します。 

 

 

 

 

 

 

10 仕様書の２（４）アに記載のとお

り設置済みです。 

 

11 自家発補給電力契約はありませ

ん。 

 

 

 

12 電子入札のため該当ありません。 

 

 

13 お見込みのとおりです。 
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№１０ 質疑回答（３／７） 

質      疑 回     答 

14 弊社は環境配慮の観点より、紙請求書

については廃止、電子化へ移行しており

ます。お客さまにはお客さま専用ＷＥＢ

ページにて請求書を確認頂くことにな

りますが、問題ありませんでしょうか。

（ＷＥＢからダウンロード可能） 

 

15 ご請求について、弊社では供給施設内

にご入居されている企業様に対して個

別に請求書を発行する事が出来ません。

ご了承いただけますでしょうか？ 
 

16 弊社の請求書は、原則、翌月 10 日迄

より順次ＷＥＢサイト上で開示、請求書

受領後 30 日以内に振込となります。な

お年度末でも同様の対応となりますが、

ご了承いただけますか。 

※分散検針の施設（検針日が 1日以外）

につきましても通常月と同様の対応に

なりますので、ご注意ください。 

例 5 日検針日  

3月使用分 2/5～3/4までの請求書→

翌月 4/10 頃に web サイトへ掲載 

3月使用分 3/5～4/4までの請求書→

翌々月 5/10 頃に web サイトへ掲載 

電子化以降、紙での請求書原本の到着は

ございません。 

 

17 1 施設において建築・増築にかかる移

転はございますか。また、供給開始後期

間中に引き込み位置の移設・変更等、工

事や設備工事（設置・撤去を含む）のご

予定はありますでしょうか。 

また、契約開始後に発生しました工事

作業及び工事申込に関しましては工事

予定日2か月前までに弊社と協議を行っ

ていただくことをご了承いただけます

でしょうか。 

※契約開始直後：直近 6 か月前後（23

年 4 月供給開始の場合⇒対象：22 年 10

月～23 年 6 月） 

 

14 上記２をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

15 上記３をご参照ください。 

 

 

 

 

16 正当な債権者から発行された請求

書であることが確認できれば対応可

能です。請求書を確認後、30 日以内

にお支払いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 現時点で建替・増築、引き込み位

置の移設変更等、工事の予定はあり

ません。 契約開始後に発生した左記

の内容の工事について協議すること

は可能です。 
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№１０ 質疑回答（４／７） 

質      疑 回     答 

18 開札結果について公開方法・範囲を教

えていただけますでしょうか。あるいは

開札結果を開札日(あるいは翌日)に電

話かメール等でご連絡をいただくこと

は可能でしょうか。 

 

 

 

19 応札から供給開始までの間に当該エ

リアを管轄する電力会社の料金改定お

よび約款などの変更があった場合には

応札額について協議を行う事は可能で

しょうか？ 

 

20 入札の仕様書および契約書にて当該

エリアを管轄する電力会社の燃料費調

整単価算出式を適用されている方が対

象の質問となりますが、応札から供給開

始までの間に当該エリアを管轄する電

力会社の燃料費調整単価算出式が変更

され、当該変更に伴い従量料金の変更ま

た他の項目が新たに設けられる場合、応

札額の変更協議に応じていただくこと

ができますでしょうか。 
 

 

21 入札保証金及び契約保証金の免除に

ついて、過去 2年間に契約を履行した証

明として、【契約履行証明書】の提出は

必須となりますでしょうか。 

 

 

18 開札結果は9月29日に市ホームペ

ージでお知らせします。公開の範囲

は参加者の称号又は名称及び入札金

額、落札率です。なお、9月 28 日に

落札者を決定し、落札者には即日発

注課より電話連絡します。 

 

 

19 協議に応じることは可能です。 

 

 

 

 

 

20 協議に応じることは可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 提出は不要です。本案件は入札保

証金及び契約保証金を免除としてい

ます。 
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№１０ 質疑回答（５／７） 

質      疑 回     答 

22 電気利用者の利益保護の観点及び使

用状況等確認させていただくため、弊社

が落札させていただいた場合、「直近 1

年分の 30 分値データ」をエクセルデー

タにてご提供をお願いしております。ご

対応いただけますでしょうか。 

※データ等をお持ちでなく提供ができ

ない方のみ 

・データ等をお持ちでなく提供が不可と

いうことでしたら落札時に「30 分値デ

ータ取得についての同意書」へご捺

印・ご提出のご対応は可能となります

でしょうか。当該書面を提出いただく

ことにより広域機関から弊社への貴

施設 30 分値の広域機関より提供いた

だくことが可能となりますがこうい

った対応も難しいでしょうか。こちら

も落札後の対応となります。 

 

23 落札時、電力切替え手続きにおいて、

必要な情報を確認したく、最新請求書１

ヶ月分の写しをご提出いただくことは

可能ですか。 

 

24 入札対象施設の現供給者を教えてく

ださい。（切替時に必要となります。） 

最終保障契約の場合その旨お知らせい

ただけますか。別途必要書類の提出が必

要となる場合がありますのでご了承い

ただけますか。 

 

25 計量日は、現在供給されている電力会

社から変更できませんので、ご容赦いた

だけますか。 

 

26 計量日はご使用期間末日の翌日 0:00

となりますので了承いただけますか。

（例:使用期間が 3/10～4/9 の場合、計

量日は 4/10 0:00） 

 

22 直近1年分の30分値データを保有

していないため提供はできません

が、落札者決定後であれば同意書の

提出は対応可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 落札者決定後であれば対応可能で

す。 

 

 

 

24 上記７をご参照ください。なお、

必要書類の提出については了承しま

す。 

 

 

 

 

25 了承します。 

 

 

 

26 了承します。 
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№１０ 質疑回答（６／７） 

質      疑 回     答 

27 蓄熱割引等の適用ができませんが、了

承いただけますか。 

 

28 入札内訳書作成にあたっての確認で

すが、税込み単価で計算した全施設の

12 か月分の合計金額（税込みの金額）

を入札金額とすることでよろしいでし

ょうか。 

 

29 請求時の電気料金の計算方法は基本

料金、電力量料金、燃料費調整額それぞ

れ銭未満四捨五入とし、それらの合計し

た金額を円未満切り捨てとなりますが

よろしいでしょうか。 

 

30 1施設の電気料金のお支払いが複数と

なることはございますか。（例:庁舎○○

円、売店○○円等）。ある場合は、分割

後の支払金額を弊社に通知いただきま

す。また、分割後の請求書の発行はでき

ませんがよろしいでしょうか。 

 

 

 

31 契約書締結後、契約書に記載がない事

柄で弊社が協議を申し出た場合、応じて

いただけますか。 

 

 

32 地域の旧一般電気事業者において、燃

料費調整単価の算定方法の見直しが行

われた場合、弊社においても同様に見直

しを行う可能性がありますが応じてい

ただけますか。 

 

33 地域の旧一般電気事業者が料金を改

定した場合や、市場価格の変動又は経済

状況等の変動があった場合は、協議の

上、契約単価等の変更は可能ですか。 

 

27 了承します。 

 

 

28 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

29 了承します。 

 

 

 

 

 

30 1 施設での支払いが複数になるこ

とはありません。仕様書の３（２）

に記載のとおり、需要場所一覧の施

設ごとに請求書を発行することで差

し支えありません。 

 

 

 

 

31 協議に応じることは可能です。 

 

 

 

 

32 協議に応じることは可能です。 

 

 

 

 

 

33 協議に応じることは可能です。 
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№１０ 質疑回答（７／７） 

質      疑 回     答 

34 契約期間中及び契約期間満了時に施

設の閉鎖や移転等により電力を供給停

止する施設がある場合、別途書面にて申

込みを頂かないと対応できませんので

ご容赦いただけますか。 

 

35 電気の契約を締結した場合には、その

契約内容を 1 年間継続していただくこ

とを原則とし、1 年未満のご使用の場合

は、臨時電力の料金が適用されます。契

約を締結した後、1 年に満たないで契約

を廃止される場合（または契約電力等を

1年に満たないで減少される場合）は、

当該部分について臨時電力を適用した

ものとして後日料金を精算することは

可能ですか。 

 

36 仕様書３（２）に「月毎、後払い（年

12 回払い）」とありますが、計量日が 1

日でない施設については、「年 13 回」の

お支払いになります。予めご了承いただ

けますか。 

 

37 仕様書３（２）について、弊社では振

込用紙はございません。請求書でのお支

払いか口座振替（振替日 1 日または 20

日）のどちらかとなりますがよろしいで

しょうか。 

 

38 開札結果について、公開範囲を教えて

いただけますか。 

 

34 現時点で施設の閉鎖や移転等の予

定はありませんが、左記の事案が発

生する場合は事前協議した上で変更

契約します。 

 

 

35 発注者の都合により 1年に満たな

いで契約を廃止する場合又は契約電

力等を 1年に満たないで減少する場

合については、了承します。 

 

 

 

 

 

 

 

36 了承します。 

 

 

 

 

 

37 了承します。 

 

 

 

 

 

38 上記１８をご参照ください。 
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№１１ 質疑回答（１／２） 

件 

名 

布佐ポンプ場の使用電力供給（長期継続

契約）（単価契約） 

発注番号 ２３４５１ 

発注主管課名 治水課 

質      疑 回     答 

１ 現在、電気・ガス価格激変緩和対策措

置が行われているかと存じますが、弊社

では燃料費調整単価からのお値引きで

はなく、別項目を設けてのお値引きとな

りますが、ご了承いただけますでしょう

か。 

 

２ 郵便物の配達遅延及び紛失への対策、

改正電子帳簿保存法への対策、今般の社

会情勢や環境配慮のためのペーパーレ

ス化等を目的に、電気料金請求書等の帳

票を WEB ページでご確認いただく方法

をご了承いただけますでしょうか。 

 

３ 弊社では仕様書や契約書（案）に記載

がない場合、供給施設内にご入居されて

いる企業様に対して個別に請求書を発

行する事が出来ません。また、各按分に

ついては発注者様に作成いただく必要

がございますがご了承いただけますで

しょうか。 

 

４ 第 8 条にて「受注者は第４条の規定に

よる検査に合格した時は、発注者に対し

て代金の支払いを請求することができ

る」と記載がございますが、弊社では下

記のような実情となっており、請求書に

ご利用の内訳が記載されております。下

記実情にご了承いただけますでしょう

か。 
文面： 計量→検査→請求 
実情： 計量→請求・内訳送付 

 
 
 

１ 価格が同等であれば了承します。 

 

 

 

 

 

 

２ 正当な債権者から提出された請求

書であることが確認できれば対応可

能です。 

 

 

 

 

３ 了承します。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 了承します。 
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№１１ 質疑回答（２／２） 

質      疑 回     答 

５ 契約書文面をご変更いただく必要は

ございませんが、弊社では計量結果の報

告を請求書発行前に別途行うといった

対応は行っておりません。また、検査合

格後の日付にて請求書の再発行は致し

かねますのでご了承いただけますでし

ょうか。 
 

６ 仕様書 5(2)にて「燃料費統制単価は

当該地域を管轄する一般送配電事業者

が定める額とする」との記載がございま

すが、一般送配電事業者の定める最終保

障供給約款に基づく燃料費等調整単価

という意味合いでお間違いないでしょ

うか。あるいはみなし小売電気事業者の

定める標準供給条件(電気供給約款)に

基づく燃料費等調整単価でお考えでし

ょうか。ご教示願います。 

 

７ 現在の契約電力をご教示ください。 

 

 

 

８ 現在の電力供給会社をご教示くださ

い。 

 

 

 

５ 了承します。 

 

 

 

 

 

 

 

６ みなし小売電気事業者の電気需給

約款［高圧］に基づく燃料費調整単

価を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 令和５年９月現在は９７ｋＷで

す。 

 

 

８ 東京電力パワーグリッド株式会社

です。 
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№２３ 質疑回答（１／３） 

件 

名 

令和５年度我孫子市道路擁壁点検業務委

託 

発注番号 ２３４６３ 

発注主管課名 道路課 

質      疑 回     答 

１ 本案件について、積算上の単価適用年

月をご教示いただけますでしょうか。 

 

 

２ 本工事費内訳表の「旅費交通費」につ

いて、率計上されている場合、積算上、

「土木設計業務」として計上されていま

すでしょうか。 

 

３ 本工事費内訳表の「旅費交通費」につ

いて、ライトバンで計上されている場

合、積算上の「1 日当り運転時間」，「運

転日数」をそれぞれご教示いただけます

でしょうか。 

 

４ 本工事費内訳表の「旅費交通費」につ

いて、公共交通機関で計上されている場

合、積算上の「利用区間（始点駅，経由

駅，終点駅）」，「利用人数」，「支払方法

（IC もしくは現金）」をそれぞれご教示

いただけますでしょうか。 

 

５ 本工事費内訳表の「旅費交通費」につ

いて、公共交通機関で計上されている場

合、積算上の税抜き金額は下記の何れで

算出されていますでしょうか。 

（１）片道税込み料金から片道税抜き料

金（一円未満切捨て）を算出 

（２）往復税込み料金から往復税抜き料

金（一円未満切捨て）を算出 

（３）税込み交通費総額（往復税込み料

金×利用人数）から税抜き交通費総

額（一円未満切捨て）を算出 

 

 

１ ２０２３年８月の単価を適用して

います。 

 

 

２ お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

３ 旅費交通費については、率計上と

しています。 

 

 

 

 

４ ３のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

５ ３のとおりです。 
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№２３ 質疑回答（２／３） 

質      疑 回     答 

６ 本工事費内訳表の「旅費交通費」，「そ

の他原価」について、積算上の算定対象

額となる項目は「直接人件費全額（「設

計計画」～「打合せ協議」の合計額）」

という認識でよろしいでしょうか。 

 

７ 本工事費内訳表の「一般管理費等」に

ついて、積算上、算定対象外となる項目

がある場合、その項目名を全てご教示い

ただけますでしょうか。 

 

８ 本工事費内訳表の「その他原価」，「一

般管理費等」について、「α/1-α」，「β

/1-β」により算出された率の積算上の

「端数処理桁（小数○位）」，「端数処理

方法（切捨て，切上げ，四捨五入等）」

をそれぞれご教示いただけますでしょ

うか。 

 

９ 本工事費内訳表の「旅費交通費」，「そ

の他原価」，「一般管理費」について、率

による算出後の金額に端数処理を行わ

れている場合、積算上の「端数処理桁（○

円未満，上位○桁等）」，「端数処理方法

（切捨て，切上げ，四捨五入等）」をそ

れぞれご教示いただけますでしょうか。 

 

10 本工事費内訳表の第 0007 号表代価表

「設計計画」～第 0012 号表代価表「報

告書作成」について、積算上適用された

歩掛の「掲載図書（基準書名，頁数，基

準書上の項目名）」，「補正条件」，「補正

率算出のために使用した数量」をそれぞ

れご教示いただけますでしょうか。 

 

11 本工事費内訳表の第 0013 号表代価表

「打合せ等」について、積算上適用され

た歩掛の「掲載図書（基準書名，頁数，

基準書上の項目名）」，「規格」をそれぞ

れご教示いただけますでしょうか。 

 

 

６ お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

７ 算定対象外となる項目はありませ

ん。 

 

 

 

８ 端数処理は行っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

９ 「旅費交通費」及び「その他原価」

については、小数点以下切り捨て、

「一般管理費」については、業務価

格が一万円単位になるよう切捨てで

端数調整しています。 

 

 

 

10 設計図書等及び現地条件を確認い

ただき、貴社の責において適切に検

討してください。 

 

 

 

 

 

11 「設計業務等標準積算基準書 令

和５年度版（3-2-1 頁、第２章 土

木設計業務等標準歩掛／第１節 共

通／1-1 打合せ等）」、「区分：打合

せ」を適用しています。 
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№２３ 質疑回答（３／３） 

質      疑 回     答 

12 本工事費内訳表の第 0013 号表代価表

「打合せ等」について、特記仕様書の第

11 条に「打合せ協議は 3回（中間１回）

以上とし」と記載がありますが、積算上

の「中間打合せ回数」は何回で計上され

ていますでしょうか。 

 

13 本工事費内訳表の第 0001 号表機械代

価表「高所作業車運転」の「運転手（一

般）」，「高所作業車（トラック架装リフ

ト）賃料 床高 8-10m バスケット・ブー

ム型」について、積算上の「1 日当り数

量」をそれぞれご教示いただけますでし

ょうか。 

 

14 本工事費内訳表の第 0001 号表機械代

価表「高所作業車運転」の「高所作業車

（トラック架装リフト）賃料 床高

8-10m バスケット・ブーム型」について、

積算上、「千葉県積算基準（設計単価編）」

の単価を適用されていますでしょうか。 

 

15 質問１４について、「千葉県積算基準

（設計単価編）」の単価を適用されてい

ない場合、積算上、「長期割引」は適用

されていますでしょうか。 

 

16 本案件について、見積歩掛を採用され

ている項目がある場合、その「項目名」，

「積算上採用された基準数量当り歩掛」

を全てご教示いただけますでしょうか。 

 

 

17 本案件について、見積単価を採用され

ている項目がある場合、その「項目名」，

「積算上採用された単価」を全てご教示

いただけますでしょうか。 

12 特記仕様書に記載のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

13 設計図書等及び現地条件を確認い

ただき、貴社の責において適切に検

討してください。 

 

 

 

 

 

14 適用しておりません。 

 

 

 

 

 

 

15 適用しておりません。 

 

 

 

 

16 設計図書等及び現地条件を確認い

ただき、貴社の責において適切に検

討してください。 

 

 

 

17 見積による単価を採用した項目は

ありません。 

 

 


